
平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
二
日
受
領

答

弁

第

二

四

二

号

内
閣
衆
質
一
八
〇
第
二
四
二
号

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
二
日

内
閣
総
理
大
臣

野

田

佳

彦

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
平
成
二
十
四
年
度
予
算
に
お
け
る
特
別
会
計
の
積
立
金
及
び
剰
余
金
並
び
に
公
債
の
現
状
に

関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
橘
慶
一
郎
君
提
出
平
成
二
十
四
年
度
予
算
に
お
け
る
特
別
会
計
の
積
立
金
及
び
剰
余
金
並
び
に
公
債
の
現

状
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
二
十
四
年
度
予
算
に
お
け
る
特
別
会
計
の
剰
余
金
・
積
立
金
等
の
一
般
会
計
へ
の
繰
入
額
は
、
二
兆
六
百
五
十
三
億

円
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

平
成
二
十
二
年
度
決
算
に
お
け
る
特
別
会
計
の
剰
余
金
の
う
ち
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
の
剰
余
金
を
除
い
た
金
額
は
、

十
一
兆
千
八
百
四
億
円
で
あ
り
、
平
成
二
十
一
年
度
決
算
と
比
べ
て
二
兆
八
百
五
十
五
億
円
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
年
金
特
別
会
計
の
剰
余
金
が
二
兆
二
千
百
十
四
億
円
、
交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
特
別
会
計
の
剰
余
金
が
一
兆
千
百

五
十
五
億
円
、
そ
れ
ぞ
れ
増
加
す
る
一
方
、
社
会
資
本
整
備
事
業
特
別
会
計
の
剰
余
金
が
八
千
百
八
十
九
億
円
、
財
政
投
融

資
特
別
会
計
の
剰
余
金
（
平
成
二
十
一
年
度
は
特
定
国
有
財
産
整
備
特
別
会
計
の
剰
余
金
を
含
む
。
）
が
四
千
百
三
十
二
億

円
、
そ
れ
ぞ
れ
減
少
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

一



財
政
投
融
資
特
別
会
計
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
度
予
算
に
お
い
て
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策

を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
実
施
す
る
特
例
的
な
措
置
と
し
て
、
財
政
融
資
資
金
勘
定
か
ら
九
千
九
百
六
十
七
億
円
を
国
債
整
理
基
金
特

別
会
計
に
繰
り
入
れ
る
と
と
も
に
、
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
。
以
下
「
特
別
会
計
法
」

と
い
う
。
）
第
五
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
投
資
勘
定
か
ら
四
百
三
十
九
億
円
を
一
般
会
計
に
繰
り
入
れ
る
こ
と

と
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
度
予
算
に
お
い
て
、
特
別
会
計
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
平
成
二
十
三
年
度
の
剰
余
金
見
込
額
か
ら
一
兆
九
千
七
百
二
十
五
億
円
を
一
般
会
計
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
と
し
て
い

る
。

五
に
つ
い
て

平
成
二
十
二
年
度
決
算
処
理
後
に
お
け
る
特
別
会
計
の
積
立
金
等
の
う
ち
国
債
整
理
基
金
、
外
国
為
替
資
金
、
労
働
保
険

及
び
年
金
の
四
特
別
会
計
の
積
立
金
等
を
除
い
た
金
額
は
、
三
兆
九
千
二
百
六
十
六
億
円
で
あ
り
、
平
成
二
十
一
年
度
決
算

二



処
理
後
と
比
べ
て
三
兆
六
千
四
百
十
八
億
円
の
減
少
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
財
政
投
融
資
特
別
会
計
の
積
立
金
が
三
兆

六
千
七
百
億
円
、
食
料
安
定
供
給
特
別
会
計
の
積
立
金
等
が
四
百
五
十
三
億
円
、
そ
れ
ぞ
れ
減
少
す
る
一
方
、
地
震
再
保
険

特
別
会
計
の
積
立
金
が
七
百
億
円
、
貿
易
再
保
険
特
別
会
計
の
積
立
金
が
三
百
二
十
三
億
円
、
そ
れ
ぞ
れ
増
加
し
た
こ
と
な

ど
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
三
年
二
月
十
八
日
内
閣
衆
質
一
七
七
第
五
六
号
）
七
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、

国
債
整
理
基
金
、
外
国
為
替
資
金
、
労
働
保
険
及
び
年
金
の
四
特
別
会
計
の
積
立
金
等
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に

従
い
積
み
立
て
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
取
り
崩
し
、
他
の
施
策
の
実
行
に
充
て
る
の
は
適
当
で
な
い
と
考
え
て
お
り
、

こ
の
見
解
に
変
わ
り
は
な
い
。

平
成
二
十
四
年
度
に
お
け
る
基
礎
年
金
の
給
付
に
要
す
る
費
用
等
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
三
分
の
一
に
千
分
の
三

十
二
を
加
え
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
（
以
下
「
差
額
相
当
額
」
と
い
う
。
）
を
国
庫
の
負
担
と
す

る
た
め
に
発
行
さ
れ
、
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
（
以
下
「
管
理
運
用
法
人
」
と
い
う
。
）
に
交
付
さ
れ
る
国

債
（
以
下
「
年
金
交
付
国
債
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
二
月
十
日
に
国
会
に
提
出
し
た
国
民
年
金
法
等

三



の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
の
規
定
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
が
年
金
特
別
会
計
国
民
年
金
勘
定
及
び
厚
生
年
金
勘
定
（
以

下
「
両
勘
定
」
と
い
う
。
）
の
積
立
金
と
し
て
管
理
運
用
法
人
に
寄
託
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
ま
た
、
同
年
三
月
三
十

日
に
国
会
に
提
出
し
た
公
的
年
金
制
度
の
財
政
基
盤
及
び
最
低
保
障
機
能
の
強
化
等
の
た
め
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）
の
規
定
に
よ

り
、
年
金
交
付
国
債
は
、
平
成
二
十
六
年
度
以
後
に
二
十
年
を
か
け
て
、
消
費
税
率
引
上
げ
に
よ
る
増
収
分
を
充
て
て
償
還

す
る
こ
と
が
明
確
化
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
年
金
交
付
国
債
の
発
行
、
交
付
等
に
よ
る
一
連
の
処
理
に

つ
い
て
は
、
両
勘
定
の
積
立
金
の
保
全
の
観
点
か
ら
問
題
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
な
お
、
平
成
二
十
四
年
度
の
両
勘

定
の
歳
入
予
算
に
お
い
て
は
、
年
金
特
別
会
計
基
礎
年
金
勘
定
へ
の
繰
入
金
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
同
年
度
の
差
額
相
当

額
の
積
立
金
か
ら
の
受
入
見
込
額
を
計
上
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
同
年
度
の
基
礎
年
金
の
給
付
に
支
障
を
生
じ
さ
せ
な
い

た
め
に
必
要
な
処
理
で
あ
り
、
両
勘
定
の
積
立
金
を
取
り
崩
し
、
他
の
施
策
の
実
行
に
充
て
る
も
の
で
は
な
い
。

七
に
つ
い
て

財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
公
債
（
以
下
「
建

四



設
公
債
」
と
い
う
。
）
及
び
建
設
公
債
を
借
り
換
え
る
た
め
の
公
債
の
残
高
は
、
平
成
十
九
年
度
末
に
お
い
て
二
百
三
十
七

兆
円
、
平
成
二
十
年
度
末
に
お
い
て
二
百
二
十
五
兆
円
、
平
成
二
十
一
年
度
末
に
お
い
て
二
百
三
十
八
兆
円
、
平
成
二
十
二

年
度
末
に
お
い
て
二
百
四
十
六
兆
円
で
あ
り
、
各
年
度
に
お
け
る
公
債
の
発
行
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
発
行

さ
れ
た
公
債
（
以
下
「
特
例
公
債
」
と
い
う
。
）
及
び
特
例
公
債
を
借
り
換
え
る
た
め
の
公
債
の
残
高
は
、
平
成
十
九
年
度

末
に
お
い
て
二
百
七
十
七
兆
円
、
平
成
二
十
年
度
末
に
お
い
て
二
百
九
十
五
兆
円
、
平
成
二
十
一
年
度
末
に
お
い
て
三
百
三

十
兆
円
、
平
成
二
十
二
年
度
末
に
お
い
て
三
百
六
十
五
兆
円
で
あ
る
。

八
に
つ
い
て

建
設
公
債
に
つ
い
て
は
、
国
の
歳
出
は
原
則
と
し
て
租
税
等
に
よ
り
賄
う
べ
き
と
の
原
則
の
例
外
と
し
て
、
財
政
法
第
四

条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
公
共
事
業
費
、
出
資
金
及
び
貸
付
金
の
財
源
と
な
る
場
合
に
限
り
発
行
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
公
共
事
業
費
等
に
つ
い
て
は
、
国
の
資
産
を
形
成
し
、
通
常
、
当
該
資
産
か
ら
の
受

益
が
長
期
に
わ
た
る
こ
と
か
ら
、
当
該
資
産
の
財
源
を
公
債
等
に
よ
り
賄
い
、
そ
の
元
利
償
還
を
通
じ
て
後
世
代
に
も
相
応

の
負
担
を
求
め
る
こ
と
は
、
負
担
の
世
代
間
公
平
の
観
点
か
ら
許
容
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
一
方
、
特
例
公

債
に
つ
い
て
は
、
同
法
に
お
い
て
発
行
が
予
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
税
収
等
の
ほ
か
建
設
公
債
発
行
収
入
に
よ
っ
て
も
な
お
不

足
す
る
一
般
会
計
の
歳
出
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
各
年
度
に
お
い
て
、
同
法
第
四
条
第
一
項
の
特
例
法
を
制
定
し
発
行
し

五



て
き
て
い
る
。
建
設
公
債
と
特
例
公
債
は
、
い
ず
れ
も
国
の
借
金
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
財
政
規
律
の
観
点
か
ら

全
体
と
し
て
の
発
行
額
を
抑
制
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
発
行
根
拠
や
使
途
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
予
算
、
発
行
実
務
等
に
お

い
て
も
区
別
し
て
管
理
し
て
い
る
。

九
に
つ
い
て

近
年
の
特
例
公
債
等
の
残
高
の
累
増
に
つ
い
て
は
、歳
出
面
に
お
け
る
少
子
高
齢
化
に
伴
う
社
会
保
障
関
係
費
の
増
加
等
、

歳
入
面
に
お
け
る
景
気
の
悪
化
や
減
税
等
に
よ
る
税
収
の
落
込
み
が
主
な
要
因
と
考
え
て
い
る
。
政
府
と
し
て
は
、
「
財
政

運
営
戦
略
」
（
平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
二
日
閣
議
決
定
）
に
お
け
る
「
二
千
二
十
一
年
度
以
降
に
お
い
て
、
国
・
地
方
の

公
債
等
残
高
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
を
安
定
的
に
低
下
さ
せ
る
」
と
の
財
政
健
全
化
目
標
の
達
成
に
向
け
て
財
政
運
営
を
行
っ
て
い

く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

六


